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労組周辺動向 No. 149 

Labour Update 

2022 - 09 - 30 

1. 法・政策 

 

(1) 「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性 」 第52回労働政策審議会雇用環境・均等分

科会 2022年9月16日 厚生労働省 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000990642.pdf 

 

(2) 出産育児一時金の財源、75歳以上の高齢者も負担へ 政府検討 

 

岸田政権が増額方針を示している出産育児一時金について、政府は必要な財源の一部を高齢者にも

負担してもらう検討に入った。これまでは原則、加入する国民健康保険や企業の健康保険組合など

が支払い、75歳以上の高齢者の負担はなかった。少子化が加速する中、幅広い世代で負担し合う仕

組みへと転換を図る。 

 

「医療・介護制度の改革について」 2022年9月28日 第７回 全世代型社会保障構築会議 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai7/siryou2.pdf 

 

 

2. 法違反・闘い 

 

(1) ) 入管収容のカメルーン人男性死亡、国側に賠償165万円 地裁判決 
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東日本入国管理センター（茨城県牛久市）で2014年に収容中のカメルーン人男性が死亡したのは、入管の対

応に不備があったからだとして、男性の母親が国と当時の同センターの所長に1千万円の損害賠償を求めた訴

訟の判決が9月16日、水戸地裁であった。判決は国側の責任を認め、約165万円の賠償を命じた。 

 

訴状などによると、男性は2013年10月に成田空港に到着し、入国が認められず、同センターに収容された。

当初から糖尿病などを患っており、施設の医師に診察や薬の処方を受けたが、2014年3月下旬には「気分が

悪くて立てない」などと容体の悪化を訴え、同月30日朝に死亡が確認された。 

 

全国の入管施設では2007年以降に17人の外国人が病気や自殺で亡くなったことが明らかになっている。17

人のうち、入管施設での死亡をめぐる訴訟で国の責任が争われ、判決が言い渡されたのはカメルーン人男性

が初という。 

 

(2) アマゾン下請け、個人配達員に他人のID使用を指示 労働時間超過で 

 

ネット通販大手「アマゾン」の配送を担う神奈川県内の運送会社3社で、個人事業主として契約を

結ぶ配達員の労働時間を実際より短く見せかけるため、他人のIDを使って働かせていたことがわ

かった。過重労働につながりかねないとして、配達員らでつくる労働組合が改善を求め、運送会社

側が認めたという。 

 

組合によると、アマゾンの配送を巡っては、同様の事例の相談が、関東や九州地方の複数の運送会

社の配達員から寄せられているという。 

 

個人事業主の配達員は、企業と業務委託契約を結んで働く。表向きは対等とされるが、雇用されて

いないため「労働者」として労働法制の保護の対象にならないことが多く、過重労働になりがちだ

と指摘されてきた。改善に向け、初めての労働組合「アマゾン配達員組合」横須賀支部が6月に結

成された。今月には長崎支部もでき、関東地方の複数の地域でも支部を作る動きがあるという。 

 

組合によると、アマゾン側は、配達員の労働時間をアプリを通じて管理。週の労働時間の上限を60

時間とする基準を独自に定めている。ところが、横浜市の運送会社が、60時間を超えた配達員に他

人のIDを使うよう指示しているという相談が組合員から寄せられ、元請け会社とその下請け2社に

改善を要求。元請けは組合に対し、指示したことを認め、要求以降は運用が止まったという。 

 

組合はアマゾンにも「使用者」としての責任があるとして、長時間労働の是正や団体交渉などを求

めているが、現時点では交渉に応じていないという。 

 

(3) SOLA学園の元教職員らが学園側を提訴 「雇い止めは無効」訴え 那覇地裁に 

 

教職員の大量離職があった学校法人SOLA学園（宜野湾市）の元教職員3人が21日までに「雇い止

めは無効だ」として、学園側に地位確認などを求めて那覇地裁に提訴した。第1回口頭弁論が同日

開かれ、学園側は請求棄却を求めた。提訴は6月29日付で、原告は教員だった60代と40代の男性

と、職員だった40代女性。 

 

訴状によると、現理事長が学校法人の譲渡を受けた後、教職員の労働条件の変更や切り下げの通告

が始まったが、合理的な説明はなかったという。原告3人の雇い止め理由は「契約期間満了」のみ

となっているとし「雇い止めに客観的合理性も社会的相当性もなく、権利を乱用したものだ」とし

ている。 
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(4) 死亡した三菱ふそう社員、５年半前の決定覆し過労死認定…「月８０時間」未満でも過酷な環

境考慮 

 

三菱ふそうトラック・バス（川崎市）の京都支店で２０１５年、勤務中に体調不良になり、急性心

不全で死亡した男性社員について、京都下労働基準監督署が５年半前の労災不認定の決定を覆し、

今年６月に労災認定したことがわかった。男性は「過労死ライン」以下だったが、高温多湿の過酷

な環境で整備作業に従事しており、厚生労働省が昨年改定した労災認定基準に照らし、過労死と判

断された。 

 

厚労省は働き方の多様化などを受け、昨年９月に約２０年ぶりに労災認定基準を改定。新基準でも

過労死ラインは維持されたが、過労死ラインだけで線引きせず、達していなくても、作業環境や休

日のない連続勤務など労働時間以外の負荷も総合的に評価して労災認定することを明記した。各労

働局に、認定を巡って係争中のケースは新基準を踏まえて対応することを求めた。 

 

男性の遺族は２０１９年１２月、国に決定の取り消しを求めて京都地裁に提訴して係争中で、京都

下労基署は改めて検討。時間外労働に加え、車の洗浄作業で、空調設備がない工場で５０～６０度

の高温のスチームを使っていたことから「著しい疲労の蓄積をもたらす過重労働が認められる」と

した。 

 

(5) 家事代行、労災認めず 女性急死巡り東京地裁 

 

2015年に過酷な業務に従事して急死した家事代行兼介護ヘルパーの女性を巡り、労働基準法が適

用されない「家事使用人」との理由で労災と認めなかった渋谷労働基準監督署の処分は不当とし

て、夫が国に取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は９月29日、請求を棄却した。 

 

原告側は、女性が東京都の訪問介護・家事代行サービス会社に雇用されていたと主張。その上でそ

もそも家事使用人を労基法の適用外とするのは憲法違反だと訴えた。国側は、女性が個人の家庭と

雇用関係にあり労基署の処分は適法とした。 

 

 

3. 情勢・統計 

 

(1) 働く高齢者18年連続増、65～69歳は「2人に1人」 総務省推計 

 

65歳以上の高齢者の人口は前年より6万人増えて3627万人、総人口に占める割合（高齢化率）は

29・1%となり、それぞれ過去最高を更新した。高齢人口に占める就業者の割合は25・1%、65～

69歳に限ると、割合は50・3%となり、初めて5割を超えた。政府は、人口減による人手不足対策

として、高齢者の就労を後押ししている。 

 

19日の「敬老の日」に合わせて、総務省が推計した。高齢者の女性は2053万人（女性人口の32・

0%）、男性は1574万人（男性人口の26・0%）。年齢別では75歳以上が1937万人で総人口の

15・5%を占める。 

 

理由について同省は「団塊の世代（1947～49年生まれ）が22年に75歳を迎え始めたことが考えら

れる」としている。80歳以上は1235万人で前年より41万人増えた。 
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労働力調査によると、昨年の高齢者の就業者数は過去最多の909万人。18年連続の増加となった。 

 

 就業者全体に高齢者が占める率は13・5%で過去最高だった。就業率は男性が34・1%、女性が

18・2%だった。 

 

就業者のうち、企業などで雇われて働く雇用者（役員を除く）は517万人だった。その雇用形態は

393万人（75・9%）がパートやアルバイトなど非正規雇用だった。 

 

高齢者の就業は政府も後押ししてきた。少子化に伴う労働力の減少を穴埋めするねらいだ。15～

64歳の「生産年齢人口」は1995年の約8700万人をピークに減少に転じ、25年間で約1200万人少

なくなった。今後も減り続ける見込みで、人手不足が深刻になるとの懸念は強い。 

 

もともと政府は企業に対し、希望者を65歳まで雇うことを義務づけていた。さらに昨年4月から

は、70歳まで働ける機会を確保することを新たに努力義務とした。選択肢として、定年の廃止や引

き上げ、継続雇用や業務委託といった手段を示している。 

 

こうした措置を講じた企業は、厚生労働省の昨年6月時点の調査では全体の25・6%だった。昨年4

月からYKKグループは国内の事業会社で定年を廃止し、江崎グリコは定年後に再雇用する期間を70

歳まで延長している。 

 

「統計からみた我が国の高齢者」 2022年9月19日 総務省統計局 

https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics129.pdf 

 

(2) 女性平均給与、初の300万円台 男性の55％、格差依然大きく 国税庁 

 

民間企業で働く人が２０２１年の１年間に得た平均給与は前年比２．４％増の４４３万円で、３年

ぶりの増加に転じたことが２８日、国税庁の民間給与実態統計調査で明らかになった。女性の平均

給与は過去最高の３０２万円で、初めて３００万円台に乗せたが、男性の５５％程度にとどまり、

依然として男女格差が大きいままだった。 

男性の平均給与は５４５万円。０２年以来の水準となったが、過去最高だった１９９７年の５７７

万円とはまだ開きがある。 

全体では、役員を除く正社員は５０８万円、パートやアルバイトを含む正社員以外は１９８万円

だった。正社員以外の給与水準は最低賃金の上昇や人手不足、同一労働同一賃金の導入などによっ

て伸びているものの、２００万円にも届かない状況が続いている。 

 

https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics129.pdf

